
 

上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則等の一部を改正する

規則をここに公布する。  

令和８年３月３１日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第４６号  

上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則等の一部を改正

する規則  

 （上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則の一部改正）  

第１条  上尾市会計年度任用職員の種類及び職名に関する規則（令和２年上

尾市規則第４７号）の一部を次のように改正する。  

別表事務職員及び技術職員の職名の表中「学校ＩＣＴ専門員」を「学校

ＩＣＴ専門員  母子・父子自立支援プログラム策定員」に改める。  

 （上尾市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部

改正）  

第２条  上尾市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

（令和２年上尾市規則第４８号）の一部を次のように改正する。  

第１４条第２項第１号中「又は疾病」を「若しくは疾病又は通勤（議会

の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年上

尾市条例第６号）第２条の２第１項に規定する通勤をいう。）による負傷

若しくは疾病」に改める。  

第１６条第２項に次の４号を加える。  

  ( 1 4 ) 生後１年に達しない子（勤務時間条例第８条の２第１項において

子に含まれるものとされる者を含む。第１８条第１項において読み替

えて準用する勤務時間条例第１５条第１項に定める子を除き、以下同

じ。）を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳

等を行う場合  １日２回それぞれ３０分以内の期間（男子の職員にあ

っては、その子の当該職員以外の親（当該子との間において事実上親

と同様の関係にあると認められる者を含む。）が当該職員がこの号の

休暇を使用しようとする日における同号の休暇（これに相当する休暇

を含む。）を承認され、又は労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日



 

２回それぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差

し引いた期間を超えない期間）  

  ( 1 5 ) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、次に掲げ

る場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき  一の年度

において５日（その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が２

人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間  

   ア  その子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその者の世話を行う

ことをいう。）を行う場合  

   イ  その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の介添

えを行う場合  

   ウ  その子の入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への

参加をする場合  

   エ  学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定によ

る学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由に伴う

その子の世話を行う場合  

    (ｱ ) 学校保健安全法第１９条の規定による出席停止  

    (ｲ ) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規

定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６

項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第２４条

第２項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保

健安全法第２０条の規定による学校の休業に準ずる事由又は (ｱ )に

掲げる事由に準ずるもの  

  ( 1 6 ) 第１８条第１項において準用する勤務時間条例第１５条第１項に

規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下この号において「要

介護者」という。）の介護又は勤務時間規則第１２条の７第２号に掲

げる世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合  一の年度において５日（要介護者が２人以上

の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間  

  ( 1 7 ) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末 梢
しょう

血幹細胞移植のための

末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録



 

の申出を行い、又は配偶者、父母（勤務時間条例第１４条第２項第１

０号において父母に含まれるとされる者を含む。）、子及び兄弟姉妹

以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

の末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検

査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき  

必要と認められる期間  

  第１６条第３項中第１号から第３号までを削り、第４号を第１号とし、

第５号を第２号とし、第６号を削る。  

  第１６条第４項中「及び第１３号並びに前項第２号及び第３号」を「、

第１３号、第１５号及び第１６号」に改める。  

 （上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部改正）  

第３条  上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則（令和２年

上尾市規則第５０号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項

とし、同条第５項中「第８条の３条」を「第８条の３、第９条の２から第

９条の５まで」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項と

し、第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「若し

くは通勤の方法を変更し」を「、通勤の方法若しくは自動車駐車場を変更

し、自動車駐車場の利用を開始し若しくは終了し」に改め、「運賃等の

額」の次に「若しくは自動車駐車場の料金」を加え、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。  

 ２  第１項第２号、第３号又は第４号に掲げる職員で、通勤のための自動

車（通勤手当規則第９条の２に規定する車両を含む。）の駐車のための

施設（その所在地及び利用形態が通勤手当規則第９条の３に定める要件

を満たすものに限る。第１号及び次項において「自動車駐車場」とい

う。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（通勤手当

規則第９条の４の規定の例により定める職員を除く。）の通勤手当の額

は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。  

  (1) 自動車駐車場に係る通勤手当  支給単位期間につき、５，０００円

を超えない範囲内で１箇月当たりの自動車駐車場の料金に相当する額



 

として次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額（その額

が５，０００円を超える場合にあっては、５，０００円）とする。  

   ア  一の自動車駐車場を利用する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額  

    (ｱ ) 月を単位として自動車駐車場の料金が定められている場合  当

該料金の額  

    (ｲ ) 自動車駐車場の料金を定める期間（月又は年によって定めた期

間に限る。）が二以上の月にわたる場合  当該料金の額をそのわ

たる月の数で除して得た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）  

    (ｳ ) (ｱ )及び (ｲ )に掲げる場合以外の場合  市長が定める額  

   イ  二以上の自動車駐車場を利用する場合  それぞれの自動車駐車場

についてア (ｱ )から (ｳ )までに定める額を合計した額  

  (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当  前項の規定による額  

第１３条第１号中「当該各号に定める額」を「当該各号に定める額に３

８．７５を乗じて得た数を、その者の１週間当たりの勤務日数に１日当た

りの勤務時間を乗じて得た数で除して得た額」に改める。  

第１８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２

５」に改める。  

第２１条の２第２項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．

２５」に改め、同条第４項第１号中「１００分の１０７．５を超え１００

分の１１７．５」を「１００分の１０６．２５を超え１００分の１１６．

２５」に改め、同項第２号及び第３号中「１００分の１０７．５」を「１

００分の１０６．２５」に改める。  

第２５条を第２６条とし、第２４条の次に次の１条を加える。  

（給与等からの控除）  

第２５条  会計年度任用職員の給与等の控除については、一般職の常勤職

員の例による。  

  別表第４中４７の項を４８の項とし、３９の項から４６の項までを１項

ずつ繰り下げ、３８の項の次に次の１項を加える。  

３９  母子・父子自立支援プログラム策定員  ２級５号給  



第１号様式を次のように改める。



第１号様式（第１１条関係） 

(表) 

        様                    会計年度任用職員通勤届兼認定簿 

 上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則第１１条第３項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。                      

 年  月  日提出 

所 属 名 届出の理由 
 □ 新規       □ 勤務場所の変更 
 □ 住居の変更    □ 通勤方法の変更 
 □ 運賃の変更    □ 通勤経路の変更 
 □ その他(              ) 
事実の発生年月日      年  月  日 

所属長印 
  

受 理 年 月 日 年  月  日 

氏 名     
  

区分 距離 運賃等 
職 員 番 号 

  

1 交通機関 
  

円 
現住所（新住所） 

  

2 交通用具 km 
  

勤務場所所在地   

3 併用 km 円 
順

路 

通勤方法
(利用会社
等も記入) 

区 間 
(交通機関は駅名、 
停留所名等を記入) 

距離 所要時間 

交通機関の運賃等の額等 
4 徒歩 km   6箇月の

定期代 
片道の
運賃額 

回数券の有無 
9 非支給 

    

1   住居 から   まで km 時間  分 円 円 有・無 
支給の始期等 通勤手当の額 2   から   まで km 時間  分 円 円 有・無 
年  月 まで 円 3   から   まで km 時間  分 円 円 有・無 
年  月 から 円 4   から   まで km 時間  分 円 円 有・無 

 上尾市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施

行規則第１１条第４項の規定により、届出に係る事

実を上記のとおり確認したので、通勤手当若しくは

通勤に要する費用の弁償の額を決定し、又は改定す

る。 

                年  月  日 

合 計 km 時間  分 支給課使用欄 

他に利用できる交通機関の名称及び
利 用 区 間 
 
 

  

通勤に利用する 
自 動 車 駐 車 場 
（要添付書類） 

車両種別  所在地住所  

利用料額 
（月額・年額・その他     ） 

 

           円 

他事業者からの自動車 
駐車場手当等支給有無 

無 □ 

貸主  
貸主は配偶者や扶養親族
ではありません 

はい□ 

備考 (定期券を持たない理由、往路
と復路が異なる理由等) 

   

取扱者印 

    

相乗り通勤者
記 入 欄 

交通用具の主た
る 使 用 者 

□本人   □相乗りする者     

  
  追給戻入    

  年  月～   
年  月分追給     
年  月～   
年  月分戻入 



(裏) 

 通勤経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
 



 

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 （上尾市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部

改正に伴う経過措置）  

２  第２条の規定による改正後の上尾市会計年度任用職員の勤務時間、休日

及び休暇に関する規則（以下「新勤務時間規則」という。）第１４条第２

項第１号の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に受ける病気休暇について適用し、施行日前に受ける病気休暇については、

なお従前の例による。  

３  新勤務時間規則第１６条第２項第１４号から第１７号までの規定は、施

行日以後に受ける特別休暇について適用する。  


